
　

国
民
年
金
は
、
20
歳
以
上
60
歳

未
満
の
方
が
加
入
す
る
制
度
で

す
。

　

給
付
は
、
老
齢
基
礎
年
金
・
障

害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
が

あ
り
ま
す
。

【
老
齢
基
礎
年
金
】

　

20
歳
か
ら
60
歳
ま
で
40
年
間
納

付
さ
れ
た
方
に
、
満
額
が
支
給
さ

れ
ま
す
。

＊
老
齢
基
礎
年
金
の

　

繰
り
上
げ
請
求
は
慎
重
に
！

　

国
民
年
金
の
老
齢
基
礎
年
金
は

原
則
と
し
て
65
歳
か
ら
支
給
さ
れ

ま
す
が
、
希
望
す
れ
ば
65
歳
前
の

希
望
の
時
期
か
ら
年
金
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
繰
り
上
げ
支
給
の
年

金
を
請
求
す
る
と
年
金
額
が
一
定

の
割
合
で
減
額
さ
れ
、
生
涯
減
額

さ
れ
た
年
金
を
受
け
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

ま
た
、
繰
り
上
げ
支
給
の
年
金

を
請
求
す
る
と
次
の
よ
う
な
制
限

が
あ
り
ま
す
の
で
、
慎
重
に
検
討

し
て
か
ら
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

（
主
な
制
限
事
項
）

❶
一
度
繰
り
上
げ
支
給
の
請
求
を

す
る
と
、
取
り
消
し
、
ま
た
は

変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。

❷
繰
り
上
げ
支
給
の
老
齢
基
礎
年

金
は
、
請
求
し
た
日
の
翌
月
か

ら
支
給
開
始
さ
れ
ま
す
。

❸
障
害
基
礎
年
金
や
寡
婦
年
金
は

受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

❹
国
民
年
金
に
任
意
加
入
で
き
ま

せ
ん
。

☆
年
金
の
請
求
手
続
き
は
・
・

　

す
べ
て
の
年
金
は
、
受
け
ら
れ

る
資
格
が
あ
っ
て
も
、
本
人
の
請

求
が
な
け
れ
ば
支
給
さ
れ
ま
せ
ん

の
で
、
ご
注
意
願
い
ま
す
。

　

加
入
さ
れ
て
い
た
制
度
に
よ
っ

て
請
求
先
、
請
求
す
る
際
に
必
要

な
書
類
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
役

場
住
民
生
活
課
戸
籍
年
金
係
（
☎

47
―
４
６
８
１
）
又
は
函
館
年
金

事
務
所
お
客
様
相
談
室
（
☎
０
１

３
８
―
82
―
８
０
０
２
）
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
願
い
ま
す
。

❺
65
歳
前
に
遺
族
厚
生
年
金
や
遺

族
共
済
年
金
を
受
け
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
き
は
、
繰
り
上

げ
支
給
の
老
齢
基
礎
年
金
と
の

選
択
に
な
り
ま
す
。

【
障
害
基
礎
年
金
】

　

国
民
年
金
に
加
入
中
の
病
気
や

ケ
ガ
で
障
害
の
状
態
に
あ
る
方
に

支
給
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
生
計
を

維
持
す
る
子
が
い
る
場
合
に
は
、

加
算
額
が
あ
り
ま
す
。

【
遺
族
基
礎
年
金
】

　

国
民
年
金
に
加
入
中
の
方
が
亡

く
な
っ
た
時
、
そ
の
方
に
生
計
を

維
持
さ
れ
て
い
た｢

子
の
あ
る
配

偶
者｣

又
は｢

子｣

に
支
給
さ
れ

ま
す
。

老 齢 基 礎 年 金

障害基礎年金

遺族基礎年金

　保険料納付期間と免除 ( 猶予 ) 期間、厚生年金加入
期間等を合わせて25年以上ある方が原則として65歳に
なったとき請求して支給されます。

(保険料を40年間納めた場合～満額 )

年金額 ７８０, １００円

１級 ９７５, １００円
２級 ７８０, １００円

配偶者と子１人 １，００４，６００円
子のみ１人 ７８０，１００円

場
所　

福
島
町
役
場

時
間　

午
前
10
時
〜
12
時

　
　
　

午
後
１
時
〜
３
時

　
『
予
約
制
』
の
た
め
、
９
月

４
日
ま
で
に
年
金
で
相
談
し
た

い
内
容
を
役
場
住
民
生
活
課
戸

籍
年
金
係
（
☎
47
―
４
６
８

１
）
へ
電
話
で
お
申
し
込
み
下

さ
い
。

01392-5-3509

―広報ふくしま　8月号――広報ふくしま　8月号―


